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は じ め に

、 「 」 、岡山県では 県政の基本目標である 快適生活県おかやま の実現に向け

「おかやま」ならではの個性と魅力にあふれ、県民が真に豊かさを実感でき

る、夢と希望あふれる岡山県づくりを推進しています。

、 、「 」そして その目標を達成するためには 新世紀おかやま夢づくりプラン

に掲げるとおり、県・市町村の連携はもとより、県民、ボランティア・ＮＰ

Ｏ、企業など多様な主体による協働 複数の主体が、目標を共有し、とも－

に力を合わせて活動すること が必要不可欠と考えています。－

こうした中で、県は、パートナーシップ社会の構築を目指し、県民力を結

集する核として、協働のための環境整備や活動支援などの役割を果たすとと

もに、多様な主体との協働を進めているところです。

とりわけ、行政と並ぶ新しい形の「公共」の担い手ともいわれるＮＰＯと

の協働については、さまざまな形態による協働事業をさらに積極的に、全庁

をあげて推進していく必要があると考えています。

そのためには、新しい市民社会の中で行政とＮＰＯがどのように連携して

いくべきかという基本認識や、新たに協働事業を行おうとする際の標準的な

手法について、県としての考え方を統一することが重要です。

平成１５年に策定した第３次岡山県行財政改革大綱では、複雑・多様化す

る県民のニーズに対して迅速かつきめ細やかな行政サービスを提供するため

にボランティア・ＮＰＯとの協働を推進するとした上で、協働推進マニュア

ルの策定などを行うこととしています。

そこで、このたび、協働事業の実施に当たる県職員のガイドブックとする

とともに、協働の相手方となるＮＰＯ関係者をはじめ市町村、企業などの方

々の参考にしていただき 「パートナーシップ社会おかやま」への大きなス、

テップとなることを念願して、この「手引き」を策定いたしました。

この「手引き」は第１版であり、今後、県とＮＰＯとの協働が進展してい

く中で、さらに内容の具体化や再検討を重ね、より使いやすいものにしてい

きたいと考えております。

最後に 「手引き」作成に携わっていただいた「岡山県ボランティア・Ｎ、

ＰＯ協働推進委員会」の委員の方々をはじめ、貴重なご意見、ご提案をいた

だいた県民の皆様、関係各位に厚くお礼申し上げます。

平成１７年２月

岡山県知事 石井正弘
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Ⅰ 協働への背景

今、なぜＮＰＯと行政との協働が強調されるようになってきたのでしょ

うか 「協働」という概念を理解するためにも、行政とＮＰＯとの協働が。

注目されている理由を整理しておきましょう。

１ ニーズの多様化と複雑化

少子高齢化が進む中で、福祉の分野に代表されるように、人々のニー

ズは、急速に多様化、複雑化、個別化しています。また、一方で、環境

問題、難民問題、人権問題等は、一国の能力を越えてグローバル化した

問題を提起しています。

行政は、従来からの統治スタイルでは対応できない、あるいは政策形

成範囲を越えたところで問題解決を迫られるという状況に直面している

のです。

こうした時に当たって、行政には、自由に、かつ機敏で、きめ細かい

サービスが提供できるＮＰＯ、国境を越えて活躍するＮＧＯとの協働が

求められています。

２ 市民参加から住民主体へ

「市民参加」という言葉は、現在ではごく自然に使われています。し

かし、この言葉は、これまでのところ、市民の主体的な行政参加を意味

、 。するのではなく 行政主導による市民の行政参加を意味するものでした

様々な行政制度の枠の中での市民参加や、形式的な市民参加では、新

しく芽生えてきた市民活動の参加スタイルとは、今や、相容れないもの

となってきています。そこで 「住民主体」を旨とした、市民と行政と、

の新しい関係のあり方が問い直されるようになってきているのです。

３ 行政の財政力の低下

高度成長期には、潤沢な財源で政策を推し進めてきた行政も、現在で

は、どの自治体においても深刻な財政難に直面しています。そして、昨

今の「地方分権化」と「行政改革」が進められる中、行政がこれまで担

、 。ってきた公共サービスの 量的・質的担保が緊急の課題となっています

そこで、こうした課題を解決する手段として、行政とＮＰＯとの協働が

有力な問題解決の糸口となってきます。

４ 市民社会( )の興隆Civil Society
市民社会とは、従来、社会を支えてきた行政（第１セクター）と企業

（第２セクター）に加え、市民（第３セクター）が共に役割を担ってい
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くという、新しい社会構造をいいます。

市民社会においては、社会やコミュニティに対して、構成員としての

自覚と責任をもった個人や団体、すなわちボランティアやＮＰＯが、自

ら問題解決能力を持ち、社会参加を果たすようになります。ここに「新

しい公共性」という概念が登場してくるのです。つまり、公共は行政の

みが担うべきものという従来の概念から、市民自らが、行政の働きとは

、 。異なった手法で問題解決を進め 公共のある部分を担うという働きです

こうした動きは、阪神・淡路大震災以来、急速に強まり、ボランティア

・ＮＰＯという言葉が社会的認知を得る契機ともなりました。

、 、 、市民社会の興隆は 世界中で 様々な形で社会変動と変革をもたらし

行政とＮＰＯとの新しい関係を生み出しています。ともに「公共」を担

い合う両者の相互関係は、たとえば、巨大な中央政権の崩壊した東欧諸

、 「 」 、 、国では ＮＰＯが行政の 代替 となり 小さな政府を目指す欧米では

行政を「補完」するといったように、その国や社会の状況によって姿形

を変えています。そして、今、日本では、行政とＮＰＯとの「協働」が

問われているのです。

ワンポイント!

「新しい公共性」について

たとえば、平成１６年版国民生活白書では、このように記述

されています。

これまで国や地方公共団体といった「官」が創りあげて－

きた単一の「公共」に対して、上記の福祉やまちづくりなど

（福祉、環境、教育、交通、まちづくりなどといった領域）に

おける特定の問題に関心を持ち目的を共有する人々が自発的に

活動して創り出す「公共」はいくつもあり、それらが複層的に

存在するような状況は新しい形の「公共」と言えるのではない

－か。
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Ⅱ ＮＰＯについて

１ ボランティア・ＮＰＯとは何か

「ボランティア」という言葉は、ラテン語の「 ：自由意思」Vo1untas
を語源として、フランス語の「 ：喜びの精神 、英語の「voluntVo1unte 」

eer；志願する」へとつながっていったものです。一般的には、ボラン

ティアとは「自由意思で喜んで奉仕活動を行う人」と解せます。

また 「ＮＰＯ」は、英語の「Non Profit Organization」の略称で、

すが、日本では、民間非営利活動組織（団体）と訳されています。

どちらかというと、ボランティアは活動を行う個人に着目し、ＮＰＯ

は継続性を持った組織に着目した言葉と言えますが、双方に共通する活

動の特徴は、次のようなところにあります。

１）自発性・自立性に基づく社会奉仕・社会貢献活動である。

２）見返りを求めない一方向的な非営利活動である。

３）社会ニーズに迅速、柔軟に取り組める。

４）行政や民間企業が及ばない先駆的・多元的な活動を行える。

ワンポイント!

「非営利」組織では、報酬や対価を受け取れない？

① ＮＰＯでも、全くの無償で活動することばかりではありま

せん。提供する物やサービスについて、適正な対価を受け取

、 。り 社会貢献活動のための必要経費に充てることができます

そうでないと、ＮＰＯの多くは活動を続けられません。

② 必要経費には、職員の給与などの人件費も含まれます。

社会貢献活動に携わる人でも、その人の専門知識、経験、活

動に従事する時間などを考慮して、適正と思われる額の範囲

内で、報酬を受けることは問題ありません。

③ 「非営利」組織が会社などの「営利」組織と異なる点は、

収入から経費を差し引いて利益が残った場合に、ＮＰＯの役

員や会員が、それを自分のものとしてはならない、必ず社会

貢献活動に使わなければいけないということなのです。
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平成１２年１０月に岡山県が策定した 県民 みんな の力で県民 み「 （ ） （

んな）が輝くはればれ岡山～岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動の促進に

関する基本指針」では、岡山県において支援すべきボランティア・ＮＰ

Ｏを 「不特定多数のものの利益の増進のために、自発的・自立的に社、

会貢献活動を行う非営利活動組織（団体、グループを含む 」と定義。）

しています。

この手引きでは、ボランティア団体を含めた「ＮＰＯ」との協働につ

いて考えていくこととします。
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２ この手引きにおけるＮＰＯの定義

、 、ＮＰＯといっても その定義は狭いものから広いものまで様々であり

、 。定義の仕方によって ＮＰＯに含まれる組織・団体の範囲が異なります

平成１２年版の国民生活白書では、最狭義から最広義までの範囲を、

次のような図でまとめています。

最広義

アメリカで一般に

使われている範囲

この手引きでの範囲）（
国民生活白書での範囲

最狭義

① ② ③ ④
特 ボ 市 社 財 社 学 宗 医 労 経 協
定 ラ 民 団 団 会 校 教 療 町 働 済 同
非 ン 活 法 法 福 法 法 法 内 団 団 組
営 テ 動 人 人 祉 人 人 人 会 体 体 合
利 ィ 団 法 ・ 等
活 ア 体 人 自
動 団 治
法 体 会
人

備考 まれに地縁組織である町内会や自治会をＮＰＯに含めるときがある。

「 」（ ）参考：平成１２年版 国民生活白書 経済企画庁編

この手引きにおいて、ＮＰＯとの協働を考える場合の「ＮＰＯ」は、

上図の①と②の団体と、③の団体の一部を含むものとします。

① 特定非営利活動法人：

平成１０年１２月に施行された特定非営利活動促進法（略称ＮＰ

Ｏ法）に基づき、行政庁が特定非営利活動法人として認証した団体

です。いわゆるＮＰＯ法人と呼ばれるものです。

② ボランティア団体・市民活動団体：

目的も活動もＮＰＯ法人と同じような団体であって、法人格を持

たないものです。ＮＰＯ法の認証要件を満たさないもの（会員数が

１０人未満など）のほか、法人格がなくても活動上支障がないとし

て、あえて手続をしない団体もあります。

③ 社団法人～医療法人：

民法上の公益法人と、民法以外の特別法に基づいて設立される公

益を目的とする法人（ＮＰＯ法人を含め 「広義の公益法人」と総、

称することがある ）です。。
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、 、これらの法人も 公益を主な目的とする民間団体という意味では

ＮＰＯの範囲に含められます。

ただし、それぞれの準拠する法律によって設立の目的等が限定さ

れているため、県が協働の相手方を求めようとするとき、その分野

によってははじめから対象外とされるものもあります。

④ 労働団体・経済団体・協同組合等：

営利目的ではありませんが、一般的な意味での公益でもなく、構

成員相互の利益（共益）を主な目的とする団体です。この手引きに

おいては、ＮＰＯには含めません。

☆ 町内会・自治会：

性格としては④の共益団体に近い地縁組織です。ただし、多くの

地域で、町内会や自治会等のコミュニティ組織は地域社会の基盤を

なしており、こうした団体における共益の追求は、社会全体の公益

につながりやすい特色を持っています。

ワンポイント!

「ＮＰＯ法人」と「法人でないＮＰＯ（任意団体 」との違いは？）

① ＮＰＯ法では、法定の要件を備えれば、誰でも、比較的簡

単な手続で、ＮＰＯ法人を設立できるようになっています。

法人のメリットは、権利や義務の主体になれるというとこ

ろにあります。任意団体では、財産所有や契約などは、代表

者などの個人名で表示するしかなく、その個人が思いがけな

い事情で団体活動を離れた場合など、活動の存続に支障をき

たすことがあります。その点、法人であれば、継続性の面で

は、より高い信頼が得られます。

② 一方、法人になれば、行政庁に事業報告等を毎年度提出す

る、法人としての各種税金を納付するなど、一定の義務を負

わなくてはなりません。

③ その他、情報公開や、ルールに沿った運営などは、法人・

任意団体を問わず、ＮＰＯとして行うべきことですが、法人

の場合は特に法律で明記されています。

④ ただし、行政庁の「認証」を受けて法人になったからとい

っても、それだけでＮＰＯの「質」が保証されるわけではあ

りません。ＮＰＯの評価は、その活動と運営の実状に基づい

てなされるべきものです。
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３ 県内のＮＰＯの現状

、 （ 。）現在 県内のボランティア団体・市民活動団体 ＮＰＯ法人を含む

の数は、調査の時点や方法によって必ずしも一定しませんが、概ね１，

４００程度と推定されます。

そのうち、ＮＰＯ法人数は２２８法人（平成１６年１２月末現在；県

知事認証分）で、全国の都道府県中２２番目となっています。

また、県内に民法上の公益法人（県知事・教育委員会所管）は４２２

法人、社会福祉法人は３６３法人あります。

岡山県のＮＰＯ法人について、少し詳しく見てみましょう。

その約６６％が、岡山市または倉敷市に主な事務所を置いています。

また、ＮＰＯ法人は、どの種類の公益活動を行うかを、定款に必ず記

載することになっていますが、その活動分野別で見ると、保健、医療又

は福祉の増進を図る活動を掲げる法人が７２．４％、子どもの健全育成

を図る活動５３．１％、社会教育の推進を図る活動４６．９％、まちづ

． （ ） 。くりの推進を図る活動４５ ２％など 複数記載あり となっています

会員数や職員数などの組織構成については、報告義務がなく、把握し

にくいのですが、平成１５年度に地方自治研究会（事務局：岡山県市町

） （ ） 、村課 が県内のＮＰＯ法人に行ったアンケート調査 回答数４６ では

①会員数は１０人未満から５００人以上まで千差万別だが、最も多い

のは１０人以上２９人未満の法人（５２％）

②平均役員数は９人、平均職員数は６．４人。ただし、常勤職員が

１人もいない法人が全体の３７％あった。

③平成１４年度の年間収入は、１０万円未満の法人が２４％ある一

方で、１，０００万円以上も１９％あった。

という結果が得られました。
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Ⅲ 岡山県とＮＰＯとの協働について

１ 協働の必要性

第１章「協働への背景」で述べたように、個人または団体としての市

民、すなわちボランティア・ＮＰＯが、行政と並んで「公共」の新たな

担い手となる時代が始まりつつあります。岡山県でも、市民活動の成熟

とともに、新しい市民社会における行政とＮＰＯとの関係、特に両者の

協働の重要性が広く認識されていくことになります。

県の一般事務事業評価においても、既に協働の視点が導入されていま

すが、今後、あらゆる分野において、各担当者がさらに積極的に協働に

取り組んでいく必要があります。

( ) 行政とＮＰＯの特性1

県（行政）とＮＰＯは、いずれも公益を増進するために活動してい

る自立的な組織ですが、それ以外の点では大きく異なっています。協

、 。働を考える際は まずお互いの特性の違いを理解する必要があります

県（行政） ＮＰＯ 協働のメリット

活動範 活動範囲が確定 活動範囲が自由 サービスの組み合わせ

囲・サ 均等・公平なサー 個別的・個性的なサ による県民の満足度の

ービス ビス ービス 向上

活動組 組織は担当分野ご 組織形態は自由 新しいニーズ、緊急の

織 とに専門分化 ニーズへの迅速な対応

活動を 責任体制が明確 個人の力に負う部分 信頼性、安定性の保障

支える が大きい と自由な発想・行動の

体制 相互補完

収入 収入が比較的安定 収入の安定性は低い 事業運営の確実性

支出 議会で議決された 柔軟な支出ができる ニーズの変化に対する

予算に基づく支出 即応性
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( ) それぞれの立場から見た協働の必要性2

① 行政側

・行政サービスの質の向上

ＮＰＯの有する先駆性、専門性、個別性等を取り入れることに

より、多様化する県民のニーズに合わせ、従来の行政の枠を超え

た、より質の高いサービスを提供できます。

・行政システムの効率化

ＮＰＯと県とがそれぞれの担う役割を明確にした上で協働して

いくことにより、県本来の機能を集中して強化できます。

・行政の体質改善

それぞれ独自の使命感や行動原理を有するＮＰＯとの協働を通

じて、職員が多様かつ柔軟な発想や行動力を培うことができ、県

職員の意識改革と資質向上につながります。

② ＮＰＯ側

・ミッションの効果的な実現

ＮＰＯが自ら掲げるミッション（社会的使命）を、行政の資金

力や組織力等を利用することで、より効果的に実現することがで

きます。

・活動の円滑化、組織・財政基盤の強化

信頼性の高い行政と協働することで、ＮＰＯへの社会的な理解

や評価が高まり、活動しやすくなります。また、理解や評価が進

むことで、一般からの参加・支援が増加すれば、ＮＰＯの組織や

財政基盤の強化にもつながります。

・公益実現の担い手としての成長

、 、協働の積み重ねにより ＮＰＯの活動の場や幅がさらに広がり

事業の積極的な展開が可能となり、新たな公益実現の担い手とし

て一層の成長が期待できます。

③ 県民

・公共的サービスの向上

県民にとっては、行政とＮＰＯとが協働して公共的サービスを

提供することにより、受けられるサービスの範囲が広がったり、

よりきめ細かなニーズが満たされたりするようになります。

・ＮＰＯ活動への参加の拡大

行政とＮＰＯとの協働事業の増加により、ＮＰＯの活動分野が

広がれば、県民がＮＰＯ活動に参加する機会も拡大し、生きがい
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づくりや自己実現の場づくりにつながります。さらに、新たな雇

用の機会の創出に結びつく可能性も生まれます。

・県政への参画

、 、行政と協働したＮＰＯからのサービスを日常的に享受し また

共感できるＮＰＯに気軽に参加していくことを通じて、県民自

らの社会参加意識が高まり、県政をより身近に共有できるよう

になります。
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２ 協働の基本原則

、 、行政とＮＰＯとは 公益の実現という大きな共通目的をもつとは言え

組織構成や行動原理等の異なる、それぞれ自立した団体です。したがっ

て、協働の効果を十分に発揮するためには、次のような基本原則に十分

留意しなければなりません。

( ) 目的共有の原則1
行政とＮＰＯとが協働を図る上で、もっとも重要とされるのが、

相互の目的の共有です。双方の目的に共通点があることで、はじめ

て協働が成り立ちます。一方だけの目的のために他方を手段として

利用する、あるいは、自らのミッションには関係ないことに、金銭

的な目的だけで協力するなどは、この原則に反しています。

( ) 対等の原則2
行政側においては、ＮＰＯは行政の下請け、委託先等の機関との

位置づけではなく、ともに公益実現のため活動する、対等な立場

の組織として認識する必要があります。協働を、安易なコストダ

ウンの方法と考えるのは間違っています。

ＮＰＯ側においては 「行政の仕事をしてあげている」といった、

意識では、自らのミッションに役立ちません。また、行政の支援

等を安易に要求することは、対等の関係を自ら否定することにな

りかねません。

( ) 相互理解の原則3
協働のパートナーとして、お互いの目的、立場、特性を理解し、

尊重した上で、短所を補い合い、長所を引き出し合って相乗的な効

果を達成できるよう、十分に協議を重ねることが不可欠です。

これは、協働を開始する時点だけでなく、その途中、さらには協

働関係の終了に当たっても言えることです。

( ) 情報公開の原則4
相互の理解と協力に基づく協働関係が、緊張感を失って、馴れ合

いや癒着に陥らないためには、協働のすべての過程を通じて、双方

の関係が公開され、透明であることが必要です。

そのためには、たとえば、相手方の選定や協働事業の評価の際に

第三者の視点を取り入れるとか、インターネットを活用して協働事

業の進行状況を広く発信するといった手法も有効です。
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３ 協働への課題

これまで、県は、組織構成や行動原理の異なる団体と、対等の立場で

協働してきた経験がありません。国や市町村は、所管事務や管轄区域は

異なっても性格は似通った団体でしたし、民間の公益法人や営利法人へ

の事務事業の委託等は、県が企画した内容を忠実に実施させ、適正な対

価を支払うことが基本でした。

一方、ＮＰＯは、なんらかの社会貢献活動を行うことを共同目的とし

て集まった市民の自主的な組織であり、行政の複雑な組織や、法令上の

行動規範にはあまり関心を持たないできました。

こうした両者が、上で述べた４つの原則に従って、効果的な協働を行

っていくには、現状ではいくつかの課題があります。

( ) 相互理解の不足1

まず何よりも、県職員、ＮＰＯともに、もっとお互いを知る必要

があります。

（行政職員）

・多分野にわたって広がるＮＰＯの組織と活動について、理念

と実態の両方から、先入観なしに情報を収集し、理解する。

・ＮＰＯの自主性、主体性を理解し、共通の目的を持つ対等

のパートナーとして正しく認識する。

（ＮＰＯ）

・自分たちの活動だけを考えるのではなく、これからの岡山県

がどうあるべきかなど、社会全体を考えられる力を養う。

・ＮＰＯの側からも、県や一般県民に対して、より積極的に情

報提供を行う。

そのためには、個々の協働事業に際して、事前の説明会や事後の

報告会などを開催し、直接参加していない他の部署やＮＰＯにも実

践的な知識を広げていく努力とともに、平素から行政とＮＰＯとが

お互いを知り合い、日常的に情報交換や交流を行える場をつくるこ

とが重要です。

( ) 協働を前提とした行政運営2

ＮＰＯとの協働を真に効果的に行うためには、県の業務執行の方

法や手順も見直していく必要があります。
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県から提案する協働事業については、事業の内容がほぼ固まって

から相手方への協議や公募を行うのではなく、企画の段階からＮＰ

Ｏの意見を聴いて事業を立ち上げる方がより有効です。

そのためには、県の様々な分野の担当者とＮＰＯとが、事業化の

可能性や時期等にこだわらず、自由に情報や提案を交換できる場を

随時設けるなどの方策が必要になります。

また、ＮＰＯの方から協働を提案しようとする場合、縦割りの行

政組織や予算編成、担当者の協働への理解不足などによって、提案

意欲が起こりにくいということがあります。

全庁的な協働体制の構築、職員の意識改革が進み、いつでも、ど

の部署でも協働が可能になるのが最終的な目標ですが、それまでの

過渡的な対策として、ＮＰＯと県庁内の各部署をつなぐワンスト

ップの協働相談窓口が必要です。

さらに、今後、いろいろな分野で県と協働していきたいと考える

ＮＰＯから、あらかじめ情報提供してもらい、協働事業を企画する

担当者が随時閲覧できるようプールしておくことも有効です。

ところで、協働を進めるに当たって、県の保有する個人情報の取

扱いが問題となる可能性があります。協働事業において個人情報に

触れる機会がある場合は、あらかじめ適切な取扱いについて取り決

めをしておく必要があります。

( ) ＮＰＯの成長とその支援3

ＮＰＯ自身も、対等のパートナーという位置づけにふさわしく、

自らの組織運営は人的にも財政的にも自立した上で、専門分野の

協働事業ではむしろ県をリードするくらいの能力と自覚を培う必

要があります。

、 、 、 、また 県としても ＮＰＯの自主性 主体性を損なわない範囲で

ＮＰＯ活動全体の促進につながるよう、間接的、側面的な支援をさ

らに強化していくものとします。
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４ 協働事業の進め方

( ) 協働の領域1

ＮＰＯと行政とは、常に協働の関係にあるわけではありません。

それぞれが独自に行動する領域があり、また、協働する場合におい

ても、一方が他方より多くの負担を引き受ける領域と、双方が同じ

くらいの負担を分かち合う領域とがあります。

協働の領域にあてはまる事業としては、行政とＮＰＯが互いに短

所を補い合い、長所を発揮し合って、よりよい県民サービスにつな

げる事業、県の側から言えば、事業の実施に当たってＮＰＯの専門

性や先駆性、柔軟性、個別性、機動性などが生かせる事業であるこ

とが要件となります。

なお、それぞれの活動領域の区分は、固定されたものではなく、

時代や社会の要請によって変動する場合があります。

初めは一部の層だけの事例として、ＮＰＯの対応する領域と考え

、 、られていたニーズが 実は社会全体に潜在していたことがわかって

行政が対応すべきものと認知されるケースもあります。

逆に、従来は行政が一律に対応してきた分野であっても、ＮＰＯ

の活動が盛んになってくれば、ＮＰＯによる対応を優先し、行政は

補完的な役割に退いた方がよいと判断されるケースも出てくるでし

ょう。

下の参考図は、そのような流動性を含んだものとして理解してく

ださい。

（参考）

市民団体の活動領域

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

自治体の活動領域

Ａ Ｂ・Ｃ・Ｄ Ｅ

市民団体が主体的 行政と市民団体とがそれぞれの役割 行政が責任を持っ

に活動を行う領域 に応じて協働する領域 て対応すべき領域

出典： 「時代が動くとき 」 山岡義典）（
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( ) 協働の形態2

実際に協働事業を行おうとする場合には、どのような形で協働す

るかについても検討する必要があります。

協働の形態としては、たとえば次のようなものがあり、事業の目

的、内容、期待される効果等によって最も適切と思われる形態を選

ぶことになります。また、今後、協働事業が広く展開されていく中

、 。で ここに挙げていない新しい形態も生まれてくると考えられます

① 参画・提言

具体例：県の施策事業について、委員会、審議会、意見聴取会、審

査会などを設け、ＮＰＯの意見や提案を生かす。

あるいは、ＮＰＯの側から、随時意見や提言を発する。

留意点：目的を明確にしておくこと。

委員等の選定基準についても、事前に情報公開すること。

ＮＰＯからの提言等について、形式にこだわらず、前向

きに受け止める体制をつくること。

責任 ：ＮＰＯ委員等からの意見に沿った決定を行ったとしても、

判断は県が行ったものであり、責任は県が負う。

② 委託

具体例：県の所管事務に係る事業を、専門知識や実践経験の豊富

なＮＰＯに委託して実施する。

留意点：県からの委託については、ＮＰＯも営利企業も区別しな

い競争入札が原則であること。

ただし、事業の性質や目的が競争入札に適しない場合

は、例外的に、入札によらない契約（随意契約）ができ

ると解されている。なお、随意契約の場合であっても、

委託可能な団体が複数あるときは、提案公募（公募型プ

ロポーザル）方式により選定するのが望ましい。

責任 ：委託契約の中で責任の分担を定める。ただし、契約でＮＰ

Ｏの責任となっていることであっても、対外的には県が責

任を負わなくてよいということではない。
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ワンポイント!

ＮＰＯへの委託＝協働の推進？

行政とＮＰＯとの協働の例として、事業の委託がよく取り上

げられます。行政にとって比較的導入しやすい形態であるため

か、実例もかなり出てきています。

参考までに、内閣府のアンケート調査によれば、全国の都道

府県でＮＰＯに委託して行われている主な事業には、次のよう

なものがあります。

①イベントの実施 ②調査研究 ③専門的な相談事業

④情報誌・刊行物の作成 ⑤自治体の施設の運営

委託も確かに協働の一種ですが、事業目的も実施予算もすべ

て行政の領域で行われるものであり、ＮＰＯの自主性、自立性

が十分に発揮されるとは限りません。

協働の成果を上げるためには、行政側が事業実施の手法や手

順をすべて決めてから委託するのではなく、ＮＰＯ独自の発想

や創意工夫を事業に生かせるような仕組みが必要です。

なお、複数の相手方の中から受託者を選定する場合は、金額

の多寡だけを基準とする一般競争入札制度よりも、事業内容や

実施方法についてＮＰＯから具体的な計画の提示を求めて相手

方を決定する提案公募（公募型プロポーザル）方式の方が適し

ています。

、 、さらに 行政全般にわたって協働の推進を図ろうとするなら

委託だけに偏らない、自由で多様な形態を検討する必要があり

ます。

③ 共催・事業協力

具体例：県とＮＰＯとが共同して事業を行う （実行委員会や協議。

会等を組織して行う場合を含む ）あるいは、一方の事業。

の実行に他方が協力する。

留意点：目的を共有できるかどうか、それぞれが十分検討し、協

議すること。

役割分担、経費負担、責任の所在等について認識のずれ

が生じないよう、明確に決定しておくこと。

責任 ：それぞれが、又は双方が連帯して責任を負う （協定、規。

約等であらかじめ責任の所在を定めておく場合もある ）。
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④ 補助

具体例：ＮＰＯが自ら実施する公益事業について、事業費の一部

を県が補助金として交付する。

留意点：補助の趣旨、範囲、手続等を要綱などで明確に定めてお

き、適正に運用すること。なお、馴れ合いにならないよ

う、要綱はあらかじめ公開することが望ましい。

責任 ：直接の実施責任はＮＰＯが負い、県は補助者として二次

的責任を負う。

⑤ 後援

具体例：ＮＰＯが事業を行うに当たって、県の後援を受ける。後援

名義の使用によって一般参加者等からの信頼性を高める目

的で行うことが多いが、広報への協力や、場所の提供、物

質的援助など、実益を伴う場合もある。

留意点：後援の可否についてあらかじめ基準を設けておくこと。可

能であれば全庁共通のものが望ましい。

責任 ：ＮＰＯが負う。県は後援の具体的内容により対外的な責任

を負う場合がある。

⑥ その他

具体例：ＮＰＯが、県の設置する公の施設の指定管理者となる。

また、県の関連予算の説明会や、協働に関する県職員・

ＮＰＯ合同研修会等を開催する。

留意点：一般県民にも開かれた形での実施を心がけること。

ＮＰＯも、自らの情報を広く発信するようふだんから努

めること。

責任 ：守秘義務、個人情報の保護などについては、それぞれが

責任を負う。
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ワンポイント!

指定管理者制度について

平成１５年９月の地方自治法改正により、公の施設の管理運

営に指定管理者制度が導入されました。

これにより、県などの地方公共団体が設置した公の施設の管

理運営を、設置者以外の民間法人等に行わせることができる範

囲が大幅に拡大されました。

《 》 《 》管理委託制度 改正前 指定管理者制度 改正後

管理運 公共団体 公共的団体 民間事業者を含む幅広い、 、

営主体 一定の要件を満たす設 団体（個人は除く ）。

置者の出資法人等

。施設の 設置者にあり、管理受 指定管理者に権限がある

利用許 託者にはない。

可権限

契約関 委託契約 協定

係 （委託関係を伴う場合も

あるが、指定そのもの

は地方自治法上の「契

約」ではない ）。

個々の施設について、どのような対象範囲から指定管理者を

選定するかは、その施設の設置目的等により個別に決定されま

すが、能力のあるＮＰＯが選定対象となり得る機会は少なくな

いはずです。

岡山県の公の施設で最初に指定管理者制度が導入されたのは

平成１６年の岡山県おかやま旧日銀ホール条例です。この条例

に基づく指定管理者募集のときは、応募団体の種類に制限を設

けずに公募した結果、県内のＮＰＯ法人が選定されています ）。
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( ) 相手方の選定3

ＮＰＯの実態は千差万別であり、効果的な協働を行うためには、

互いに最適の相手方を選ぶ必要があります。

選定の際に基準となる一般的な検討項目の例としては、次のよう

なものが挙げられます。

ただし、これらはあくまでも例示であり、実際の選定に当たって

は、具体的な事業の目的や性質等によって、その他の要件も含めて

適切に取捨選択してください。

① 活動内容（活動実績）

・ＮＰＯのミッション（目的とする社会貢献活動）は何か、

これまでに実際に行ってきた事業はどんな内容のものか。

・今回計画している協働事業に関連する分野で事業を行っ

、 。た経験はあるか あるとすればどんな実績を上げてきたか

・県やその他の行政機関との協働経験はあるか。

上記のうち、行政機関との協働経験の有無は参考程度にとどめるべ

きですが、それ以外は、協働の種類を問わず、相手方と成り得るＮＰ

Ｏの検討に当たって重要な判断材料になります。

② 事業実施能力

・ＮＰＯ側から提案された事業計画に基づいて協働事業を

行おうとする場合、計画されている実施内容や収支予算

が、客観的に見て妥当と言えるものかどうか。

・事業計画の中に、先駆性、専門性、柔軟性、個別性、機

動性などといったＮＰＯの特性が反映されているか、ま

た、①のミッションや実績なども考慮に入れて、そうし

た特性を生かした事業実施が期待できるか。

・協働事業の対象となっている層や地域のニーズを十分把

握した計画となっているか。
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③ 財政状況

・そのＮＰＯの現在までの収支状況は、あまり無理がなく、

健全なものと言えるか （行政機関ほど緻密である必要は。

ないが、大局的に見てバランスが取れていること ）。

・会計帳簿が事業年度ごとに整備され、監査体制がきちん

、 。と運用されているなど 適正な会計処理が行われているか

・主たる目的とする社会貢献活動以外の収益事業等を行っ

ているＮＰＯの場合、その会計の経理状況はどうか。

上記の２つの項目は、主として県からの委託や共催、補助金に係る

事業など、県費を支出し、対象となる県民への影響も大きい協働事業

の場合に必要な判断材料です。

県の設置する委員会への参画など、ＮＰＯの負担する責任が比較的

軽い協働形態では、あまり適用する場面はありません。

④ 組織・運営体制

・会員数はいくらか、ＮＰＯの運営への参画状況はどうか。

・役員体制（構成メンバー、役員会開催状況、責任分担、

常勤役員など）はどうなっているか。

・役員以外の職員、事務局スタッフの状況はどうか。

（常勤・非常勤、有給・無給の別、また、協力を得られる

ボランティアの数など）

・法人格を持つＮＰＯの場合、法令等で必要とされている

所轄庁への報告や登記等の状況はどうか。

どんな協働形態にあっても、相手方となるＮＰＯの性格を知る上で

。 、 、重要な判断材料になります ただ どこまで詳しい資料を求めるかは

協働事業の種類や規模によって個々に判断するのが適当です。
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⑤ その他

（ＮＰＯとして不適格）

・暴力団の影響下にある団体

・社会的に好ましくない活動（悪徳商法など）に関わる団体

（県との協働形態が限定される）

・宗教活動を行っている団体

・政治上の主義主張のための活動を行っている団体

（ＮＰＯとして不適格 ：このような事実が判明した場合は、協働）

関係に入れないことはもとより、県の監督処分の対象ともなり

ますので、速やかに県民生活課へ連絡してください。

（県との協働形態が限定される ：ＮＰＯがこれらの活動を「主と）

して」行うのでなければ、直ちに不適格とはなりませんが、県

との協働は慎重に行う必要があります。

選定の方法については、複数のパートナー候補者が想定される場

合、公平性・透明性を確保するため、公募によることが望ましいと

考えられます。

また、協働相手を、県のみの判断ではなく、第三者を加えた審査

会等に諮って決定すれば、より公平性・透明性が高くなります。

実際には、実施に急を要する事業、公金支出を伴わない、あるい

は事業費が少額の事業など、公募や第三者審査に適していないもの

もありますが、そういう事業であっても、できるだけ選定の基準や

結果を積極的に公表し、県民の判断を仰ぐことが妥当です。
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５ 協働事業の評価

最近、そして今後の県行政を考える上で、民間企業の経営理念や手法

を行政の現場にとり入れ、行政の効率化・活性化を目指すニュー・パブ

リック・マネジメントは欠かせないものです。

「新世紀おかやま夢づくりプラン」をはじめ、多くの県計画で、そう

した考え方に立って進行管理にＰＤＳ（ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥ）シス

テムが採用されていますが、中でも「ＳＥＥ（評価 」の部分は、行政）

職員にとってはようやく浸透しつつある視点であり、最も重要な要素と

なります。

協働の現場において 「評価」をどのように位置づけ、実施していく、

かが、協働を成功させる鍵とも言えます。

( ) 評価のあり方1

ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥのマネジメント・サイクルにおける「Ｓ

ＥＥ（評価 」の目的は、次のＰＬＡＮ―ＤＯ…へと事業内容を高）

めていくことです。

そのためには 「評価とは、問題点や課題を洗い出して、改善に、

つなげるもの」という認識を共有する必要があります。

問題点や課題が発見されれば、事業そのものの価値が失われると

考えて、評価に消極的になったりするのは、評価のフィードバック

に不慣れなための誤解からくるものです。

( ) 評価の方法2

この手引きでは、協働事業の評価について次のような点に留意す

ることとします。

① 評価は、原則として年度ごとに行う。公の施設の管理など、同じ

相手との協働関係が複数年度にわたる場合であっても、年度ごとに

中間評価を行うことによって、タイムリーな改善と、透明性の確

保につながる。

、 （ ） 、② 評価は 協働事業ごとにあらかじめ設定した項目 ※ について

（ ） 、協働の当事者 県職員とＮＰＯ の双方がそれぞれの視点から行い

、 、 、事業の終了時には必ず また 事業の実施中でも必要があれば随時

互いの評価結果を話し合う場を設けるものとする。
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③ 必要に応じて、第三者の評価も受けるものとする。

また、協働事業の性質上可能な場合は、その事業の直接の受益者

からの評価も受けるよう努める。

④ 評価に当たっては、協働により実施した事業が期待どおりの成果

を上げられたかどうかと、協働という手法が、目的共有・対等・相

互理解・情報公開の原則に沿って適切に遂行できたかどうかという

二つの面に分けて行う。

⑤ 評価の手法としては、担当者の主観的な判定だけでなく、可能な

限り数量化した・客観的な指標を使用するよう努める。

⑥ 評価結果は、一般に公開するものとする。

ワンポイント!

第三者による評価について

協働事業の評価は、改善のためのものですから、その事業に

携わった行政とＮＰＯとの両者が行い、評価結果を取り交わし

て話し合うのが必要不可欠の手順です。

双方の評価が完全に一致する必要はありませんが、協議して

も相手方の評価に納得できない場合は、中間的なＮＰＯ支援団

体や学識経験者の意見を求める必要があるでしょう。

また、評価結果を公開することで、当事者だけのお手盛りの

評価にとどまることを防止できます。

しかし、それだけでは客観性が足りないとして、はじめから

第三者による評価を加えるべきだとする意見もあります。

協働事業の規模や性格によっては、第三者や、第三者を交え

た評価委員会等の評価を受けることも有益かも知れません。
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※（評価項目の参考例）

項 目 評 価

【協働事業の成果に関する評価】

① 事業の目標設定は適切だったか ３ ・ ２ ・ １

② 予定どおり目標が達成できたか ３ ・ ２ ・ １

③ 協働の形態として、 を採用したのは適切 ３ ・ ２ ・ １

だったか

④ ＮＰＯの特性が十分発揮されたか ３ ・ ２ ・ １

⑤ 行政コストの低減又はサービスの向上が図られたか ３ ・ ２ ・ １

⑥ 事業効果に見合うコストとなっているか ３ ・ ２ ・ １

⑦ 相乗効果又は波及効果が得られたか ３ ・ ２ ・ １

【協働の原則遵守に関する評価】

① 目的を共有できたか ３ ・ ２ ・ １

② 対等の立場を尊重したか（尊重されたか） ３ ・ ２ ・ １

③ 役割分担や責任の所在は明確かつ適正だったか ３ ・ ２ ・ １

④ 事業開始前に相互理解のための十分な話し合いや情 ３ ・ ２ ・ １

報交換を行ったか ３ ・ ２ ・ １

⑤ 事業実施中に十分な話し合いや情報交換を行ったか

⑥ 協働事業に参加する機会は、合理的な範囲内で、多 ３ ・ ２ ・ １

くのＮＰＯに開かれていたか

⑦ 協働の相手方の選定基準等は、あらかじめ公開され ３ ・ ２ ・ １

ていたか

【総合評価】 ３ ・ ２ ・ １

【今後へ向けての課題、提案等】

（評価）３：十分充足 ２：多少課題はあったが概ね充足 １：不足

・各項目について、判定の根拠となる数値等をできる限り添付すること。
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Ⅳ 協働を促進するための環境整備について

１ 全庁的な協働体制の構築

( ) ボランティア・ＮＰＯ協働推進庁内連絡会議1

岡山県では、パートナーシップ社会の構築に向けて、ボランティ

ア・ＮＰＯとの協働に係る施策を総合的に推進するため、平成１６

年度から「ボランティア・ＮＰＯ協働推進庁内連絡会議」を設置し

ています。

これは、生活環境部次長を議長とし、県庁内各部局の主管課長を

委員とする合議体で、今後、各部局で行われるボランティア・Ｎ

ＰＯとの協働事業が、重複したり矛盾したりといったことのない

よう、情報の共有や調整を行う役割を持っています。

( ) 県民生活課2

県庁の中で、生活環境部県民生活課（パートナーシップ企画班）

は、県民の社会貢献活動の支援と、ＮＰＯ法人に関する事務を所管

しています。

現在、県とＮＰＯとの協働事業は、各部局ごとに実施されてお

り、今後とも、各事業の実施体制は変わりません。

ただし、この手引きの普及、ＮＰＯとの協働に係る県職員の意

識啓発、県と協働したいが担当課がわからない場合などの相談等

については、県民生活課が一括して窓口となります。

( ) 県民局3

また、県では、生活圏の広域化、高度情報化、分権型社会への移

行、市町村合併の進展などといった状況の変化を踏まえ、昭和４９

年以来続いてきた地方振興局制度を見直し、平成１７年度から、広

域的な地域の総合出先機関として、県内３箇所に「県民局」を再編

整備します。

新たな県民局に予定されている重要な機能の一つとして、市町村

との連携、ＮＰＯや地域住民などとの協働による地域のプロデュー

サー機能が挙げられます。

このうち、ＮＰＯとの協働については、庁内連絡会議や県民生活

課と連携しながら、地域における進展・定着を目指します。
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２ ボランティア・ＮＰＯ活動への支援

前章で述べたように、県とＮＰＯとは、公益の実現という目的を共有

する対等のパートナーとして、互いに理解し協力し合うことが、協働の

基本原則となっています。

立場の対等性とは、組織の大小や財政規模の問題ではありません。と

はいうものの、岡山県の現状を見る限り、新たな市民社会における対等

のパートナーシップを推進するには、まず、ＮＰＯ全体のエンパワーメ

ントが必要と思われます。

そのためには、ＮＰＯ自身の努力はもちろんですが、県や市町村も、

自立しようとするＮＰＯを支援する体制や施策が必要です。

( ) 岡山県の取組状況1

岡山県では、平成１２年１０月に策定した「岡山県ボランティア

・ＮＰＯ活動の促進に関する基本指針 平成１３年３月施行の 岡」、 「

山県社会貢献活動の促進に関する条例」等に基づいて、ボランティ

ア・ＮＰＯ活動の促進のための環境づくり、ＮＰＯ法人に対する県

税の減免など、間接的、側面的支援を行ってきました。

平成１６年度においては、次のような施策に取り組んでいます。

① ホームページ「ＮＰＯをしようネット」の運用

② 情報誌「ボランピオ」の発行

③ 人材育成のための研修会の開催

④ おかやまボランティア・ＮＰＯ活動支援センター「ゆうあい

プラザ」の運営助成

⑤ 提案公募型事業「パートナーシップ推進事業」の実施

( ) 岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター（仮称）2

県では、県内全域のボランティア・ＮＰＯをはじめ、県民の方々

の社会貢献活動を支援するため、平成１７年９月のオープンに向け

て 「岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター（仮称 」を、 ）

整備しているところです。

このセンターは、ボランティア・ＮＰＯ関係者はもとより、広く

県民、企業、行政関係者などが気軽に集い、交流・連携できるネッ

トワークの拠点として、また、ボランティア・ＮＰＯに関する情報

発信拠点として、多様な機能を備えるものとする予定です。
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【新センターの概要】

場 所 岡山市南方二丁目１３－１ 旧国立岡山病院跡地

新総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（仮称）２Ｆ

アクセス ＪＲ岡山駅より徒歩約１５分

面 積 敷地面積 ㎡， 新会館延床面積 ㎡17,546 19,096
うちボランティア・ＮＰＯ活動支援センター ㎡1,171

整備する機能 施設及び設備 面 積

情報提供機能 情報提供スペース
１６８㎡

相談機能 相談スペース

普及啓発機能
研修室

人材育成機能 ３７１㎡

貸事務所的機能 会議室

貸事務所的スペース １４８㎡

貸ロッカー ２７㎡

ネットワーク機能 交流スペース ２３７㎡

作業などの物的支援機能 作業スペース ６１㎡

その他 管理運営事務所等 １５９㎡

計 １，１７１㎡
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３ 多様な主体との協働

この手引きでは、今後の市民社会の核と言われ、新しい形の「公共」

の担い手として注目されているＮＰＯを直接の対象として、県との協働

を考えてきました。

しかしながら 「新世紀おかやま夢づくりプラン」では、より幅広い、

主体を結んでの、より緩やかな協働を提唱しています。

ＮＰＯ以外の様々な主体との「協働」においては、ここで述べたよう

な原則や定義は、そのまま適用することにはならないかも知れません。

それでも 「新しい公共性 「相互理解の原則」など、広く応用できる、 」、

概念は、この手引きの中にも多く含まれています。

、 「 」岡山県とＮＰＯとの協働をはじめとして 県内に豊かで多様な 協働

が広がり、真の意味でのパートナーシップ社会が花開くことを心から期

待して、結びとします。



　 資料１

年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
件数 4 23 21 30 45 81 35
累計 4 27 48 78 123 204 239

11
228

県内法人 割合（％） 全国法人 割合（％）
165 72.4 11,298 56.6
107 46.9 9,395 47.1
103 45.2 7,898 39.6
88 38.6 6,247 31.3
83 36.4 5,789 29.0
28 12.3 1,309 6.6
36 15.8 1,762 8.8
57 25.0 3,063 15.3
63 27.6 4,445 22.3
47 20.6 1,831 9.2
121 53.1 7,770 38.9
16 7.0 1,106 5.5
9 3.9 554 2.8
15 6.6 1,436 7.2
25 11.0 1,702 8.5
11 4.8 628 3.2

1,076 471.9 74,847 374.9

定款に掲げる活動の種類

⑯　消費者の保護を図る活動
⑮　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑭　経済活動の活性化を図る活動
⑬　科学技術の振興を図る活動
⑫　情報化社会の発展を図る活動
⑪　子どもの健全育成を図る活動

②　社会教育の推進を図る活動

⑨　国際協力の活動
⑧　人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑦　地域安全活動
⑥　災害救援活動

④　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
③　まちづくりの推進を図る活動

⑤　環境の保全を図る活動

(H16.12.30)

岡山県内のＮＰＯ法人

認証件数（県認証分） (H16.12.31)

①　保健、医療又は福祉の増進を図る活動

解散等法人数
現在法人数

（その他岡山県内に事務所を有する内閣府認証法人数）36

定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答)

⑰　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動

43.244.7102 8,614

実法人数＝県認証２２８、全国１９，９６３
合計（複数目的を掲げる法人があるため実法人数を超える

⑩　男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

年度別認証件数
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市町村名 法人数
岡 山 市 115
倉 敷 市 35
津 山 市 10
玉 野 市 8
笠 岡 市 3
井 原 市 2
総 社 市 7
新 見 市 2
備 前 市 3
瀬戸内市 1
市 計 186
御 津 町 2
吉 備 中 央 町 1
瀬 戸 町 2
山 陽 町 7
熊 山 町 1
日 生 町 1
佐 伯 町 1
灘 崎 町 2
早 島 町 2
清 音 村 1
船 穂 町 1
金 光 町 1
寄 島 町 2
里 庄 町 1
真 備 町 3
北 房 町 1
落 合 町 2
久 世 町 1
川 上 村 1
加 茂 町 1
奥 津 町 1
勝 央 町 2
奈 義 町 1
勝 北 町 1
美 作 町 1
中 央 町 1
柵 原 町 1
町 村 計 42
合 計 228

主たる事務所の所在地(H16.12.31)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 （％）
国際協力

環境保全

学術文化芸術スポーツ

連絡、助言、援助

まちづくり

社会教育

子ども健全育成

保健医療福祉

割合の高い活動種類（上位８種）

岡山県の法人

全国の法人

主たる事務所の所在地別の法人割合

岡山市
51%

倉敷市
15%

津山市
4%

他８市
11%

町村計
19%



法人数 割合（％）
2 4.3
24 52.2
3 6.5
4 8.7
5 10.9
5 10.9
2 4.3
1 2.2
46 100.0

法人数 割合（％）
法人数 割合（％） 7 15.2

13 28.3 22 47.8
21 45.7 10 21.7
7 15.2 3 6.5
5 10.9 4 8.7
46 100.0 46 100.0

常勤職員 法人数 割合（％）非常勤職員 法人数 割合（％） その他 法人数 割合（％）
0人 17 37.0 0人 23 50.0 0人 38 82.6
1人 8 17.4 1人 10 21.7 1人 0 0.0
２～３人 15 32.6 ２～３人 4 8.7 ２～３人 1 2.2
４人以上 6 13.0 ４人以上 9 19.6 ４人以上 7 15.2

法人数 割合（％）
9 23.7
3 7.9
1 2.6
5 13.2
6 15.8
7 18.4
7 18.4
38 100.0
8

１００～４９９万円
５００～９９９万円
１，０００万円以上

１０万円未満

５０～９９万円

１１人～１５人
１６人以上

平均常勤職員数　１．９人 平均非常勤職員数　１．５人

１６人以上
合計
平均職員等数　６．４人　

１１人～１５人

役員及び職員等の状況

５人未満
５人～１０人

職員等の合計数

１人～４人
５人～１０人

役員数

平均その他職員数　３．０人

０人

１０人～２９人

合計

１０～２９万円

３０人～４９人
５０人～９９人
１００人～１９９人
２００人～４９９人
５００人以上
未回答

財政規模別（平成１４年度）

３０～４９万円

合計
平均役員数　　８．９人

職員・スタッフ等の内訳

未回答
合計

年間収入額

県内ＮＰＯ法人アンケート調査結果（平成１５年度・地方自治研究会）より抜粋
回答法人数　　４６

会員規模別
１０人未満

１０人未満

１０人～２９人

３０人～４９人

５０人～９９人

１００人～１９９人

２００人～４９９人

５００人以上

未回答

１０万円未満

１０～２９万
円３０～４９万
円５０～９９万

円
１００～４９９
万円

５００～９９９
万円

１，０００万円
以上



228

183
239
363
67

3,694
833

ＮＰＯ法人

岡山県内の「ＮＰＯ」（広義）
(H16.12.31)

1,200

財団法人
社会福祉法人
学校法人
宗教法人

社団法人

ボランティア・ＮＰ
Ｏ（ＮＰＯ法人以

※推計値

計 6,807
※推計
値含む。

医療法人



資料２

評価シート記入例（表）

【事業名】 ○○○○研修交流事業

項 目 評 価

【協働事業の成果に関する評価】

３ ・ ２ ・ １① 事業の目標設定は適切だったか

３ ・ ２ ・ １② 予定どおり目標が達成できたか

３ ・ ２ ・ １③ 協働の形態として、 補助 を採用したのは

適切だったか

３ ・ ２ ・ １④ ＮＰＯの特性が十分発揮されたか

３ ・ ２ ・ １⑤ 行政コストの低減又はサービスの向上が図られた

か

３ ・ ２ ・ １⑥ 事業効果に見合うコストとなっているか

３ ・ ２ ・ １⑦ 相乗効果又は波及効果が得られたか

【協働の原則遵守に関する評価】

３ ・ ２ ・ １① 目的を共有できたか

３ ・ ２ ・ １② 対等の立場を尊重したか（尊重されたか）

３ ・ ２ ・ １③ 役割分担や責任の所在は明確かつ適正だったか

３ ・ ２ ・ １④ 事業開始前に相互理解のための十分な話し合い

や情報交換を行ったか

３ ・ ２ ・ １⑤ 事業実施中に十分な話し合いや情報交換を行った

か

３ ・ ２ ・ １⑥ 協働事業に参加する機会は、合理的な範囲内で、

多くのＮＰＯに開かれていたか

３ ・ ２ ・ １⑦ 協働の相手方の選定基準等は、あらかじめ公開さ

れていたか

【総合評価】 ３ ・ ２ ・ １

【今後へ向けての課題、提案等】

・参加者には好評だったが、一部予定外のコストがかかり、事業費全体として

は計画を超過した（補助金は上限があるのでＮＰＯの持ち出し 。）

・事前に十分話し合ったつもりだったが、補助対象経費に含まれる範囲につ

いて互いの理解にずれがあったことに、精算の段階で初めて気が付いた。

（ＮＰＯ）行政用語は特殊なのでもっと詳しく説明してほしい。

（行政 「 経費は）それで間に合うと思います」と言われたのでしつこく）（

言わなかった。わからないことはわからないと言ってほしい。

・相手方の選定基準は公開されていたが、やや抽象的だった。

（評価）３：十分充足 ２：多少課題はあったが概ね充足 １：不足

・各項目について、判定の根拠となる数値等をできる限り添付すること。



評価シート記入例（裏）

【事業評価】

① 目標設定：研修対象者（県登録者）○○○名のうち、少なくとも

過半数（できれば３分の２以上）が参加し、×××に

ついて新しい知識を身につけること。

② 実施結果：・△△△名（登録者の６割）が参加

・研修後のアンケートで、

×××がわかった・・・８５％

よくわからなかった・・ ９％

既に知っていた・・・・ ６％

④ ＮＰＯの特性：ネットワークを生かして、あまり有名ではないが

優秀な講師を発掘できた。

・講師がよかったとするアンケート回答 □□名

参加者のため、託児の有償ボランティアを配置。

・託児利用者 ◇◇名

⑤・⑥ 事業費： ▽，▽▽▽，▽▽▽円

（うち県補助金 ⊿，⊿⊿⊿，⊿⊿⊿円）

昨年度事業費（県直接実施）⊿，⊿⊿⊿，⊿⊿⊿円

〃 参加者 登録者の５割

⑦ 波及効果：参加者の中から自主的に交流会を続けたいという希望

が続出し、ＮＰＯが連絡所となって開催することとな

った。

【協働評価】

⑥ 補助事業者の公募：募集期間 ○月○日から１ヶ月間

応募資格 県内に事務所を有するＮＰＯ

応募団体 ３団体

選定団体 １団体

選定方法 第三者を交えた審査会で選定

（注）評価に使われる指標には、アウトカム指標（県で言えば県民生活や地

域社会に及ぼす変化・影響を示すもの）と、それ以外のアウトプット指

。 、「 」 、標があります たとえば 研修参加者数 はアウトプット指標であり

「新知識の向上」はアウトカム指標です。評価シートでは、できるだけ

アウトカム指標を使うよう努めてください。



資料３

岡山県ボランティア・ＮＰＯ協働推進委員会設置要綱

（目的及び設置）

第１条 パートナーシップ社会の構築に向けて、行政、ボランティア・ＮＰＯ等の協働

を推進するための具体的な方策を検討することを目的として、岡山県ボランティア・

ＮＰＯ協働推進委員会（以下「委員会」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次の事項について検討を行うものとする。

（１）ボランティア・ＮＰＯと行政の協働推進マニュアル（案）の策定に関すること

（２）その他必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、委員８名以内で構成する。

（委嘱等）

第４条 委員は、学識経験者、ボランティア・ＮＰＯ活動の実践者（公募による者を含

む 、民間企業関係者、行政関係者等から、知事が委嘱する。。）

２ 委員の任期は、委嘱の日から平成１７年３月３１日までとする。ただし、再任を妨

げない。

（委員長等）

第５条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理す

る。

（会議）

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

（意見聴取）

第７条 委員会の会議は、必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、生活環境部県民生活課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。

附 則

この要綱は、平成１６年４月２６日から施行する。



岡山県ボランティア・ＮＰＯ協働推進委員会委員

区 分 氏 名 所 属

学識経験者 塚田 健二 吉備国際大学 社会福祉学部 福祉ボランティア学科

（２名） 教授

保住 芳美 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科

助教授

ボランティア・ 米良 重徳 特定非営利活動法人岡山ＮＰＯセンター 代表理事

ＮＰＯ関係者

（４名）

山本 茂樹 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会

岡山県ボランティア・市民活動支援センター 副所長

湊 成巳 特定非営利活動法人ふれあいサポートちゃてぃず 会員

（ ）公募委員

東 美希 所属団体 なし

公募委員 （元 （社）日本青年奉仕協会スタッフ）（ ）

岡 山 県 森脇 正己 岡山県 生活環境部 県民生活課長

（１名）

合 計

（７名）



「岡山県とＮＰＯとの協働の手引き」の策定プロセスについて

① 「岡山県ボランティア・ＮＰＯ協働推進委員会」の設置

～ 公募委員２名の募集4/27 5/18

委員の委嘱（７名）6/3
委員会立ち上げ

② 委員会の開催

第１回 策定の目的6/3
進行方針協議

全体構成の検討

第２回 構成及び内容の検討7/7
（骨格、ＮＰＯの定義、協働の基本原則）

第３回 内容の検討8/25
（ 、 、 ）前回の整理 協働への課題 協働事業の進め方

第４回 内容の検討9/24
（前回までの整理、協働への課題まとめ、協働事

業の評価、協働への背景等）

第５回 素案の成文化11/12

③ 意見募集等

～ パブリック・コメント11/25 12/24

月 策定2



資料４

「パ－トナ－シップ推進事業」募集要項

１ 趣旨

「パートナーシップ社会の構築（※ 」を進めるため、ボランティア・）

ＮＰＯ（以下「ＮＰＯ等」という ）と岡山県（以下「県」という ）と。 。

の協働のモデル事業として、ＮＰＯ等の先駆的な発想や専門性を活かし、

県が委託して実施するにふさわしい事業の企画提案を募集するものです。

（ 「 」 。）※詳しくは 新世紀おかやま夢づくりプラン を御参照ください

２ 募集事業

募集する事業のテーマは、次の３種類です。

( ) ユニバーサルデザインのまちづくり1
( ) ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）又は高齢者虐待の防止と被2

害者の支援

( ) フリーテーマ（ＮＰＯ等からの斬新な提案をお待ちしています ）3 。

なお、事業内容は、１の趣旨に沿ったものとしますが、特に次の点に

注意してください。

( ) 事業の効果が県民に広く還元されるものであること。1
( ) 当該事業について、国・県・市町村又はその他の団体等から補助金2
等を受けないこと。

( ) １事業当たりの事業費は、１００万円を限度とし、ＮＰＯ等の恒常3
的な運営経費は含まれないこと。

３ 応募資格

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に定める特定非営利

活動を行っているＮＰＯ等（法人格の有無は問いません ）であって、。

次の要件をすべて満たすものとします。

( ) 県内に事務所を有し、県内を中心に活動していること。1
( ) 団体としての活動期間が２年以上継続していること （法人の認2 。

証を受ける前に任意団体としての活動期間がある特定非営利活動法

人にあっては、その期間を含めて算定してください ）。

( ) 組織の運営に関する明文の規則（会則、定款等）を有すること。3
( ) 総会に参加する等、実質的に組織の運営に関わる会員が１０名以4
上存在すること。

( ) 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。5



４ 応募方法等

( ) 応募方法 応募申込書及び事業計画書（別添様式）に必要な添付1
資料を添えて、持参又は郵送してください。

（申込書等の様式は、県庁県民生活課、各地方振興局

県民環境課に置いてあるほか、県庁のホームページ

からもダウンロードできます。アドレス：

）http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenmin/kenmin.htm
( ) 応募先 ７００－８５７０2 〒

岡山市内山下２－４－６

岡山県生活環境部県民生活課パートナーシップ企画班

（岡山県庁８階）

( ) 募集期間 平成１６年６月１５日（火）～７月１５日（木）3
（当日消印有効）

( ) 募集説明会（参加自由・参加者は事前連絡のこと）4
日時：平成１６年６月１７日（木）１９：００～２０：００

場所：おかやまボランティア・ＮＰＯ活動支援センター

「ゆうあいプラザ」３階会議室

（岡山市出石町１－１－１０１ ( ) ）5 086 231 0532
連絡先：県民生活課パートナーシップ企画班

（ ）5 086 226 7287 FAX.086 233 7677 E-mail:kenmin@pref.okayama.jp( ) ( )

５ 選定等

募集終了後に設置する審査会に諮った上で、平成１６年１２月までに

３事業程度を内定し、応募ＮＰＯ等に採否結果を通知します。ただし、

最終決定及び委託契約は、平成１７年度県予算の成立後、当該予算の範

囲内で行います。

なお、応募ＮＰＯ等に対しては、必要に応じて追加資料を求め、ある

いは事業の説明に来ていただく場合があります。



（様式１）

年 月 日

平成１６年度「パートナーシップ推進事業」応募申込書

岡山県知事 石井正弘 殿

（所在地）

（団体名）

（代表者名） 印

このことについて、次の事業を提案したいので、関係書類を添えて申し込

みます。

記

（応募テーマの区分）

（提案事業名）

（添付書類） １ 事業計画書（様式２）

２ 参考資料（様式自由）

① 団体の会則

② 役員名簿

（ ）③ 会員名簿 １０名を超える分は省略しても可

④ 団体としての活動歴

・設立時期

・これまでの活動（内容、規模、時期等）



（様式２）

○ ○ 事 業（事業の名称） 計 画 書

１ 事業の目的

２ 事業の概要（事業内容、実施方法等の概略）

３ 期待される効果



４ 実施スケジュール（平成１７年度に実施する事業として計画）

実施時期 又は日 実 施 内 容 実施場所（ ）



５ 収支計画（提案事業のみの収支）

（１） 収入 （単位：円）

科 目 金 額 積 算 内 訳

県委託料

その他

（ ）具体的に

計

（２） 支出 （単位：円）

科 目 金 額 積 算 内 訳

謝 金

賃 金

旅 費

通信運搬費

印刷製本費

消耗品費

使用料・賃

借料

燃料費

保険料

その他

（ ）具体的に

計

注：いずれの様式についても、各記入欄のスペースが足りない場合は

適宜ページを追加又は別紙として添付してください。




